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長
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理
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
核
兵
器
禁
止
条
約
に
か
か
る
決
議
案
反
対
に
対
す
る
外
務
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
核
兵
器
禁
止
条
約
に
か
か
る
決
議
案
反
対
に
対
す
る
外
務
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
唯
一
の
戦
争
被
爆
国
と
し
て
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
の
た
め
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約

（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
を
基
礎
と
し
、
包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約
（
以
下
「
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
早
期
発

効
や
い
わ
ゆ
る
核
兵
器
用
核
分
裂
性
物
質
生
産
禁
止
条
約
（
カ
ッ
ト
オ
フ
条
約
）
（
以
下
「
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
の
早

期
交
渉
開
始
等
に
向
け
、
核
兵
器
国
と
非
核
兵
器
国
の
協
力
の
下
で
の
現
実
的
か
つ
実
践
的
な
取
組
に
尽
力
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
本
年
九
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約
フ
レ
ン
ズ
外
相
会
合
に
お

い
て
我
が
国
は
豪
州
と
共
に
共
同
議
長
国
を
務
め
た
ほ
か
、
同
月
に
採
択
さ
れ
た
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
に
関
す
る
国
際
連
合
安
全
保
障

理
事
会
決
議
第
二
千
三
百
十
号
の
共
同
提
案
国
と
な
る
な
ど
、
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
の
早
期
発
効
に
向
け
た
機
運
の
醸
成
に
貢
献
し
て

い
る
。
ま
た
、
本
年
十
月
の
国
際
連
合
総
会
第
一
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
に
関
す
る
決
議
に
基
づ
き
、
今
後
、
Ｆ

Ｍ
Ｃ
Ｔ
の
交
渉
開
始
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
に
貢
献
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
千
二
十
年
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関

す
る
条
約
運
用
検
討
会
議
に
向
け
た
議
論
が
来
年
始
ま
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
年
十
二
月
に
は
長
崎
に
お
い
て
、
国
際
連
合

一



と
の
共
催
で
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
へ

長
崎
国
際
会
議
」
を
開
催
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
単
独
で
核
戦
力
の
透
明

性
の
向
上
を
含
む
核
軍
縮
に
関
す
る
提
案
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
と
核
軍
縮
・
不
拡
散
に
対
す
る
立
場
を
共
有
す
る

国
が
構
成
す
る
「
軍
縮
・
不
拡
散
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
Ｉ
）
に
よ
る
活
動
を
通
じ
て
も
、
同
様
の
提
案
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
が
国
は
、
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
に
向
け
、
更
に
努
力
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

「
米
国
の
核
兵
器
に
よ
っ
て
日
本
が
間
接
的
に
守
ら
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
政
府
と
し
て
は
、
米
国
の
核
を
含
む
抑
止
力
は
、
我
が
国
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。

二


